
� はじめに
平成１８年５月２９日に食品に残留する農薬等のポジティブリ

スト制度が施行されてから，４年余りが経過した。

施行後，順次暫定基準の見直しが行われ，新たな試験法が

制定される等，制度の充実が図られており，制度も定着して

きている。また，検疫所や各自治体等の検査において，基準

違反が判明し，回収が行われる事例も見受けられる。

当センターでは，県内に流通する食品の安全性を確保する

ため，徳島県食品衛生監視指導計画に基づいて，農産物及び

農産物加工品中の残留農薬検査を実施し，県民の健康被害の

発生の防止に寄与している。本県は，農産物の生産が盛んで

あり，京阪神市場で上位を占める品目も多いことから，県内

産農産物の検査を重点的に行っている。

今回はその検査の結果について取りまとめたので報告す

る。

� 調査方法
１ 検体

ポジティブリスト制度が施行された平成１８年度から平成２１

年度に徳島県内で収去された県内産農産物１７７検体の検査結

果を用いた。

２ 検査対象項目

平成１８年度は１３４項目，平成１９年度から平成２１年度は１４４項

目を検査対象項目とした（表１）。１４４項目の内訳は，殺虫剤

８８項目，殺菌剤３７項目，除草剤１８項目，成長調整剤１項目で

ある。

このうち，農産物ごとに検査の事前に添加回収試験を実施

し，妥当性が確認された項目を各農産物の検査対象項目とし

た。

３ 試薬

� 標準品

農薬混合標準液２２，３４（関東化学㈱製）

農薬標準品（和光純薬工業㈱製，関東化学㈱製，林純

薬工業㈱製）

� 試薬等

アセトニトリル，塩化ナトリウム，無水硫酸ナトリウ

ム，トルエン，アセトン，ヘキサンは残留農薬試験用を，

メタノールは HPLC用，酢酸アンモニウムは特級を用

いた。

C１８ミニカラムは Biotage社製 IsoluteC１８（EC）１g

又は２g，グラファイトカーボン／PSAミニカラムはス

ペルコ社製 ENVI‐CarbⅡ／PSAを用いた。

徳保環セ年報 �２８ １５－２１

（２０１０）

徳島県における農産物中の残留農薬検査結果について

――ポジティブリスト制度施行後――

徳島県保健環境センター

湯浅 智子・篠原 幸・藤井 伸基・浅川 和宏※１

堤 泰造※２・岩佐 智佳

Survey of Pesticide Residues in Agricultural products in Tokushima Prefecture

（After the Positive List system is enforced）

Tomoko YUASA, Miyuki SHINOHARA, Nobuki FUJII, Kazuhiro ASAKAWA, Taizou TSUTSUMI, and Chika IWASA

要 旨

ポジティブリスト制度施行後の徳島県内における農産物中の残留農薬検査結果について報告する。

Key words :残留農薬 pesticide residue，農産物 Agricultural products，ポジティブリスト制度

the Positive List system

※１現 薬務課 ※２現 徳島保健所

―１５―



４ 装置

� ガスクロマトグラフ質量分析装置

アジレント社製５９７３N／６８９０

� ガスクロマトグラフ質量分析装置

サーモエレクトロン社製 ポラリス Q

� 液体クロマトグラフ質量分析装置

MS部：サーモエレクトロン社製 カンタム Ultra

HPLC部：資生堂社製 ナノスペース

５ 検査方法

「固相抽出法を用いた農産物中の残留農薬の GC／MSによ

る多成分一斉分析法」（秋山由美ら，食衛誌，Vol．３７，３５１～

３６２（１９９６））１）に準じて検査した。

試料をアセトニトリルで抽出した後，C１８ミニカラムで脂

質等を除去し，塩析後，さらに脂肪酸等を除去するためにグ

ラファイトカーボン／PSAミニカラムで精製し，試験溶液を

調製した。

GC／MS測定はアジレント社製５９７３N／６８９０で SIM測定を

行い，擬似ピークについては，サーモエレクトロン社製ポラ

リス Qで Scan測定及び適宜MS／MS測定を行い確認した。

LC／MS／MS測定は，SRM測定を行い，擬似ピークにつ

いては，複数のクオリファイアイオンについて再測定し確認

した。

表１ 検査対象項目

用途 農薬数 農薬名

殺菌剤 ３７

アゾキシストロビン クレソキシムメチル シモキサニル＊ ピリフェノックス ヘキサコナゾール

イプロジオン クロロタロニル テトラコナゾール フェナリモル ホルペット

イミベンコナゾール シアゾファミド テブコナゾール フルジオキソニル ミクロブタニル

エディフェンホス ジエトフェンカルブ トリアジメノール フルシラゾール メパニピリム

オキサジキシル ジクロフルアニド トリシクラゾール フルスルファミド メプロニル

カプタホール ジフェノコナゾール トリフルミゾール フルトラニル

キノメチオネート シプロコナゾール トルクロホスメチル プロシミドン

キャプタン ジメトモルフ＊ ビテルタノール プロピコナゾール

殺虫剤 ８８

BHC エトリムホス ジメチルビンホス パラチオンメチル フェンプロパトリン

DCIP カズサホス ジメトエート ハルフェンプロックス ブプロフェジン

DDT カルバリル シラフルオフェン ビフェントリン フルシトリネート

EPN キナルホス スピノサド＊ ピメトロジン フルバリネート

γ－BHC クロチアニジン ダイアジノン ピラクロホス フルフェノクスロン

アクリナトリン クロマフェノジド＊ チアメトキサム ピリダベン プロチオホス

アセタミプリド クロルピリホス チオジカルブ＊ ピリプロキシフェン ペルメトリン

アセフェート クロルフェナピル チオメトン ピリミカーブ ベンダイオカルブ

アラニカルブ クロルフェンビンホス テブフェノジド＊ ピリミジフェン ホサロン

イソキサチオン クロルフルアズロン テブフェンピラド ピリミホスメチル ホスチアゼート

イソフェンホス クロルベンジレート テフルトリン フェニトロチオン マラチオン

イソプロカルブ ジクロフェンチオン テフルベンズロン フェノチオカルブ メタミドホス

イミダクロプリド ジクロルボス デルタメトリン フェノブカルブ メチオカルブ

インドキサカルブ ジスルホトン テルブホス フェンスルホチオン メチダチオン

エチオフェンカルブ シハロトリン トラロメトリン フェンチオン ルフェヌロン

エトキサゾール シフルトリン トリクロルホン フェントエート メソミル＊

エトフェンプロックス ジフルベンズロン＊ トルフェンピラド フェンバレレート

エトプロホス シペルメトリン パラチオン フェンピロキシメート＊

除草剤 １８

EPTC ジウロン＊ トリフルラリン ペンディメタリン リニュロン＊

アラクロール ジメチピン ブチレート ベンフレセート レナシル

エスプロカルブ チオベンカルブ プレチラクロール メトラクロール

クロルプロファム テニルクロール ペンシクロン メフェナセット

成長調整剤 １ パクロブトラゾール

計 １４４

＊平成１９年度から追加した項目
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なお，農薬を残留基準の１／２以上検出した場合は，告示

法・通知法２）により再試験を実施した。

定量下限値は，GC／MS測定項目については０．００４ppm，

LC／MS／MS測定項目については０．００５ppmとし，検出下限

値は，GC／MS測定項目については０．００１ppm，LC／MS／MS

測定項目については０．００２ppmとした。

また，検出下限以上で定量下限未満のレベルで検出が確認

できた場合も，痕跡値（Trace）として報告している。

� 結果
１ 検査結果の概要

検査結果の概要を表２に示した。

なおここでは，定量下限値以上検出したものを検出とし，

痕跡値（Trace）は，今回の報告には含めていない。

農薬を検出した検体は１００検体（１６品目）で，調査を行っ

た１７７検体（１９品目）の５６．５％であった。検出した農薬項目

数は，延べ２０１項目であり，全項目数２１，４８２項目に対して０．９％

表２ 農産物中の残留農薬検査結果概要（平成１８年度～平成２１年度）

検体数 項目数

分類 農産物名 検査数 検出数 基準超過数 検査数 検出数 基準超過数

果菜類 いちご ９ ７ ０ １，１９７ １６ ０

オクラ ９ ３ ０ １，１２５ ４ ０

きゅうり １２ １０ ０ １，５２４ ３５ ０

トマト ８ ６ ０ １，００８ ２０ ０

なす １６ １２ ０ ２，０４８ ２０ ０

ピーマン ６ ６ ０ ７９２ ９ ０

計 ６０ ４４ ０ ７，６９４ １０４ ０

検出率（％） ７３．３ １．４

根菜類 かんしょ １４ １ ０ １，８４８ １ ０

大根 １３ ５ ０ １，５６０ ６ ０

にんじん １８ １３ ０ ２，３０４ ２６ ０

計 ４５ １９ ０ ５，７１２ ３３ ０

検出率（％） ４２．２ ０．６

葉茎菜類 カリフラワー ２ ０ ０ ２４０ ０ ０

キャベツ ５ １ ０ ６１５ １ ０

ブロッコリー ２ ０ ０ ２５２ ０ ０

ほうれん草 ６ ２ ０ ７３８ ６ ０

レタス ５ ２ ０ ５８０ ３ ０

計 ２０ ５ ０ ２，４２５ １０ ０

検出率（％） ２５．０ ０．４

果樹 すだち ２４ １９ ０ ２，５２０ ３５ ０

日本なし ２ ２ ０ ２１８ ４ ０

みかん １６ ２ ０ １，７７６ ２ ０

ゆず ９ ９ ０ １，００８ １３ ０

計 ５１ ３２ ０ ５，５２２ ５４ ０

検出率（％） ６２．７ １．０

その他 しいたけ １ ０ ０ １２９ ０ ０

計 １ ０ ０ ０ ０

合計 １７７ １００ ０ ２１，４８２ ２０１ ０

検出率（％） ５６．５ ０．９
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の検出率であった。

このうち食品衛生法に定めた基準を超過したものはなく，

検出した値は，基準値の３／５～１／１０００以下であった。

農産物の分類別に見ると，果菜類からの検出が最も多く６０

検体中４４検体（７３．３％）から農薬成分を検出した。次いで果

樹が多く５１検体中３２検体（６２．８％），続いて根菜類４５検体中

１９検体（４２．２％），葉茎菜類２０検体中５検体（２５％）の順と

なり，きのこ類（１検体）では検出しなかった。

２ 農薬の検出状況

� 農産物別の検出状況

検出された農薬とその濃度を農産物別に表示し表３に

示した。

農産物の分類別に見ると，果菜類から最も多い３４種類

の農薬を検出した。このうち最も検出頻度が多かったの

はプロシミドンで１３検体から検出し，次いでイミダクロ

プリドを１１検体から検出した。

根菜類では，１３種類の農薬成分を検出し，トリフルラ

リンを７検体，リニュロンを６検体から検出した。

果樹では９種類の農薬成分を検出し，最も多かったの

はクレソキシムメチルで１８検体から検出し，次いでフェ

ンプロパトリンを１０検体から検出した。

葉茎菜類からは８種類の農薬成分を検出した。

� 農薬別の検出状況

検出した農薬を農薬別に表示し，表４に示した。

最も多く検出したのは，クレソキシムメチルであり，２３

検体から検出した。次いでクロルフェナピルで１７検体，

プロシミドンの１７検体であった。

� １検体あたりの検出項目数

農薬を検出した農産物１検体あたりの検出項目数を図

１に示した。

根菜類，葉茎菜類，果樹では１項目検出が約４０％，２

項目検出が約４０％，３項目以上検出したものは２０％以下

であった。これに対して果菜類では，３項目以上検出し

たものが３０％以上を占め，多いものでは，きゅうりで８

項目，トマトで７項目検出した検体があった。

全体としては，農薬を検出した検体の約６割が複数項

目を検出した。

� 農薬の用途別割合

検出した農薬の用途別割合を図２に示した。

果菜類では，検出した１０４農薬のうち殺虫剤が５６件

５４％，殺菌剤が４８件４６％で，果樹では５５農薬のうち殺虫

剤が３３件６０％，殺菌剤２２件４０％，葉茎菜では１０農薬のう

ち殺虫剤が６件６０％，殺菌剤４件４０％と，殺菌剤と殺虫

剤にほぼ二分された。一方，根菜では検出３３件のうち殺

虫剤が３３％，殺菌剤８件２４％，除草剤１４件４２％となり，

除草剤を検出したのは，根菜類からのみであった。

� 基準値に対する割合

農薬検出事例のうち，検出値の基準値に対する割合が

高かったものについて表５に示した。

最も高い例で対基準比が６０％であったが，これは一律

基準が適用されていたケースであった。

� まとめ
平成１８年度から平成２１年度の４年間で，県内産農産物１７７

検体を検査した。その結果，食品衛生法に定めた基準を超過

したものはなく，検出値は基準値の３／５～１／１０００以下で

あった。なお農薬は，１７７検体（１９品目）中１００検体（１６品

目）から検出し，検出率は５６．５％であった。

農産物の分類別では，検出率の高い順に，果菜類，果樹，

根菜類，葉茎菜類の順であり，検出農薬の種類の多い順に，

果菜類，根菜類，果樹，葉茎菜類の順であった。

また，農薬検出検体のうち約６割が複数項目を検出し，特

に果菜類では，３項目以上検出したものが３０％以上を占めて

いた。

検出農薬の用途を見ると，根菜類以外では殺菌剤と殺虫剤

にほぼ二分され，根菜類では殺菌剤，殺虫剤及び除草剤を検

出し，除草剤を検出したのは根菜類のみであった。

今後も，農薬検出状況等に着目しながら検査を進め，今回

取りまとめた結果を踏まえて，検査品目及び検査項目を検討

し，より効率的，効果的な検査を行うことで，県民の食の安

全の確保に貢献していきたいと考えている。

� 参考文献
１）秋山由美ら，食衛誌，Vol．３７，３５１－３６２（１９９６）

２）「食品に残留する農薬，飼料添加物又は動物用医薬品の

成分である物質の試験法について」（平成１７年１月２４日付

け食安発第０１２４００１号厚生労働省医薬食品局食品安全部長

通知）
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表３ 農産物別の検出農薬成分

分
類 農産物名

検
体
数

検出農薬名
検
出
数

検出値（ppm）

果
菜
類

なす １６ アセタミプリド ２０．１５，０．１９

イプロジオン １０．７０

イミダクロプリド ４０．００７～０．０１９

オキサジキシル １０．００５

クロチアニジン １０．１４

クロルフェナピル ２０．０１２，０．０３９

クロルフルアズロン １０．００６

クロロタロニル １０．００９

チアメトキサム １０．０５０

テフルベンズロン １０．０１４

プロシミドン ４０．００９～０．１１

メパニピリム １０．０２３

根
菜
類

かんしょ １４ テフルトリン １０．０１１

だいこん １３ クロチアニジン １０．００７

ジメトエート １０．０２０

チアメトキサム ２０．００５，０．００８

ホスチアゼート ２０．０３０，０．０５６

にんじん １８ イプロジオン ４０．００５～０．０３０

イミダクロプリド １０．００９

ダイアジノン ３０．００５～０．００７

トリフルラリン ７０．００５～０．０２５

トルクロホスメチル １０．００４

プロシミドン ３０．０２８～０．１７

ペンディメタリン １０．００８

リニュロン ６０．０１０～０．０７１

葉
茎
菜
類

キャベツ ５ エトフェンプロックス １０．０２０

ほうれん
そう

６ シアゾファミド ２０．００７，０．６０

テフルベンズロン ２０．０４７，０．０６０

フルフェノクスロン １１．１

メパニピリム １０．００４

レタス ５ アセフェート １０．０９３

クロルフェナピル １０．０１２

プロシミドン １０．００６

果
樹

すだち ２４ イプロジオン ４０．０４２～０．１８

エトキサゾール ５０．０１１～０．０４３

クレソキシムメチル ７０．０２６～０．１２

クロルフェナピル ７０．００８～０．２８

ピリダベン ４０．００９～０．０１３

フェンプロパトリン ９０．０１２～０．０８７

日本なし ２ クレソキシムメチル ２０．０５２，０．０６６

シペルメトリン １０．０１８

シラフルオフェン １０．０１８

みかん １６ ピリダベン ２０．００４，０．００７

ゆず ９ クレソキシムメチル ９０．０１０～０．２３

ピリダベン ２０．０１４，０．０２７

フェンプロパトリン １０．０４２

メチダチオン １０．３２

分
類 農産物名

検
体
数

検出農薬名
検
出
数

検出値（ppm）

果
菜
類

いちご ９ アクリナトリン １０．０７０

アセタミプリド ２０．０７８，０．１２

イプロジオン １０．０１０

エトキサゾール １０．０７０

クレソキシムメチル ２０．０１５，０．０４１

スピノサド １０．００９

テトラコナゾール １０．０９０

テブフェンピラド １０．０１１

トリフルミゾール １０．０２３

フルジオキソニル １０．００４

フルバリネート １０．０５０

フルフェノクスロン １０．０１０

プロシミドン ２０．０２４，０．０４５

オクラ ９ イプロジオン １０．０１６

クロルフェナピル ２０．０２０，０．２９

クロルフェンビンホス １０．００６

きゅうり １２ アセタミプリド １０．０４８

アゾキシストロビン ２０．００７，０．０１０

イミダクロプリド ３０．００５～０．００７

オキサジキシル ４０．００４～０．０７４

クレソキシムメチル ３０．００５～０．００９

クロルフェナピル ３０．００７～０．０１６

クロロタロニル ２０．００５，０．０３１

シアゾファミド ２０．００６，０．００８

ジエトフェンカルブ １０．００７

シペルメトリン １０．００７

テトラコナゾール １０．００５

トリフルミゾール １０．０３９

フェノブカルブ １０．００４

フルジオキソニル ３０．００４～０．０１７

プロシミドン ７０．００６～０．２１

トマト ８ EPN １０．０４１

アセタミプリド ２０．０３３，０．３５

イミダクロプリド １０．０１４

キャプタン １０．０２１

クロチアニジン ４０．０１３～０．０５９

クロルフェナピル １０．０４１

シアゾファミド １０．０２６

チアメトキサム １０．０４０

テフルベンズロン ３０．００５～０．０１２

トリフルミゾール ２０．００６，０．０９７

フルフェノクスロン ２０．０１３，０．０２７

ルフェヌロン １０．００６

ピーマン ６ イミダクロプリド ３０．０２８～０．０５２

インドキサカルブ １０．１８

エトフェンプロックス １０．０３７

クロルフェナピル １０．０４１

クロロタロニル １０．００９

ペルメトリン ２０．０２９，０．１８

―１９―



表４ 検出した農薬と農産物の種類 ※１「用途」は次の略号で記載
（菌：殺菌剤，虫：殺虫剤，草：除草剤）

農薬名 用途※１ 検出
検体数

検出の範囲
（ppm）

検出した農産物名

クレソキシムメチル 菌 ２３ ０．００５～０．２３ ゆず（９），すだち（７），きゅうり（３），いちご（２），日本なし（２）

クロルフェナピル 虫 １７ ０．００７～０．２９ すだち（７），きゅうり（３），オクラ（２），なす（２），ピーマン（１），レタス（１），トマト（１）

プロシミドン 菌 １７ ０．００６～０．２１ きゅうり（７），なす（４），にんじん（３），いちご（２），レタス（１）

イミダクロプリド 虫 １２ ０．００５～０．０５２ なす（４），きゅうり（３），ピーマン（３），にんじん（１），トマト（１）

イプロジオン 菌 １１ ０．００５～０．７０ にんじん（４），すだち（４），なす（１），いちご（１），オクラ（１）

フェンプロパトリン 虫 １０ ０．０１２～０．０８７ すだち（９），ゆず（１）

ピリダベン 虫 ８ ０．００４～０．０２７ すだち（４），ゆず（２），みかん（２）

アセタミプリド 虫 ７ ０．０３３～０．３５ いちご（２），トマト（２），なす（２），きゅうり（１）

トリフルラリン 草 ７ ０．００５～０．０２５ にんじん

エトキサゾール 虫 ６ ０．０１１～０．０７０ すだち（５），いちご（１）

クロチアニジン 虫 ６ ０．００７～０．１４ トマト（４），だいこん（１），なす（１）

テフルベンズロン 虫 ６ ０．００５～０．０６０ トマト（３），ほうれんそう（２），なす（１）

リニュロン 草 ６ ０．０１０～０．０７１ にんじん

オキサジキシル 菌 ５ ０．００４～０．０７４ きゅうり（４），なす（１）

シアゾファミド 菌 ５ ０．００６～０．６０ きゅうり（２），ほうれんそう（２），トマト（１）

クロロタロニル 菌 ４ ０．００５～０．０３１ きゅうり（２），なす（１），ピーマン（１）

チアメトキサム 虫 ４ ０．００５～０．０５０ だいこん（２），トマト（１），なす（１）

トリフルミゾール 菌 ４ ０．００６～０．０９７ トマト（２），いちご（１），きゅうり（１）

フルジオキソニル 菌 ４ ０．００４～０．０１７ きゅうり（３），いちご（１）

フルフェノクスロン 虫 ４ ０．０１０～１．１ トマト（２），いちご（１），ほうれんそう（１）

ダイアジノン 虫 ３ ０．００５～０．００７ にんじん

アゾキシストロビン 菌 ２ ０．００７～０．０１０ きゅうり

エトフェンプロックス 虫 ２ ０．０３７～０．０２０ キャベツ，ピーマン

シペルメトリン 虫 ２ ０．００７～０．０１８ きゅうり，日本なし

テトラコナゾール 菌 ２ ０．００５～０．０９０ いちご，きゅうり

ペルメトリン 虫 ２ ０．０２９～０．１８ ピーマン

ホスチアゼート 虫 ２ ０．０３０～０．０５６ だいこん

メパニピリム 菌 ２ ０．００４～０．０２３ なす，ほうれんそう

EPN 虫 １ ０．０４１ トマト

アクリナトリン 虫 １ ０．０７０ いちご

アセフェート 虫 １ ０．０９３ レタス

インドキサカルブ 虫 １ ０．１８ ピーマン

キャプタン 菌 １ ０．０２１ トマト

クロルフェンビンホス 虫 １ ０．００６ オクラ

クロルフルアズロン 虫 １ ０．００６ なす

ジエトフェンカルブ 菌 １ ０．００７ きゅうり

ジメトエート 虫 １ ０．０２０ だいこん

シラフルオフェン 虫 １ ０．０１８ 日本なし

スピノサド 虫 １ ０．００９ いちご

テブフェンピラド 虫 １ ０．０１１ いちご

テフルトリン 虫 １ ０．０１１ かんしょ

トルクロホスメチル 菌 １ ０．００４ にんじん

フェノブカルブ 虫 １ ０．００４ きゅうり

フルバリネート 虫 １ ０．０５０ いちご

ペンディメタリン 草 １ ０．００８ にんじん

メチダチオン 虫 １ ０．３２ ゆず

ルフェヌロン 菌 １ ０．００６ トマト

―２０―
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除草剤

殺虫剤

殺菌剤

表５ 農薬検出事例のうち対基準比の高かったもの

農産物名 分類 検出農薬名 用途
検出値
（ppm）

基準値＊１

（ppm）
検査年度

対 基 準 比
（％）

オクラ＊２ 果菜類 クロルフェンビンホス 殺虫剤 ０．００６ ０．０１ H２０ ６０．０

トマト 果菜類 EPN 殺虫剤 ０．０４１ ０．１ H２１ ４１．０

ほうれんそう＊３ 葉茎菜類 メパニピリム 殺菌剤 ０．００４ ０．０１ H１８ ４０．０

だいこん 根菜類 チアメトキサム 殺虫剤 ０．００８ ０．０２ H１８ ４０．０

にんじん 根菜類 プロシミドン 殺菌剤 ０．１７ ０．５ H２１ ３４．０

オクラ＊２ 果菜類 クロルフェナピル 殺虫剤 ０．２８９ １ H２０ ２８．９

だいこん 根菜類 ホスチアゼート 殺虫剤 ０．０５６ ０．２ H１９ ２８．０

だいこん＊４ 根菜類 チアメトキサム 殺虫剤 ０．００５ ０．０２ H１９ ２５．０

ピーマン 果菜類 インドキサカルブ 殺虫剤 ０．１８ １ H２０ １８．０

だいこん＊４ 根菜類 ホスチアゼート 殺虫剤 ０．０３０ ０．２ H１９ １５．０

なす＊５ 果菜類 クロチアニジン 殺虫剤 ０．１４ １ H２１ １４．０

なす 果菜類 イプロジオン 殺菌剤 ０．７０ ５ H２０ １４．０

ほうれんそう＊３ 葉茎菜類 フルフェノクスロン 殺虫剤 １．１ １０ H１８ １１．０

かんしょ 根菜類 テフルトリン 殺虫剤 ０．０１１ ０．１ H２１ １１．０

なす＊５ 果菜類 チアメトキサム 殺虫剤 ０．０５０ ０．５ H２１ １０．０

＊１ 基準値は検査時のもの
＊２～＊５ 同一検体

図２ 検出農薬の用途別割合

図１ 農薬検出検体における１検体あたりの検出項目数
（グラフ軸内の数字は検体数）

―２１―
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